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問い合わせ・申し込み 北秋田市役所総務課総務係 電 話
メール

0186‐62‐1111
soumu@city.kitaakita.akita.jp

試験の詳細や申込書等は市ホームページをご確認ください。 北秋田市　採用

※「リクナビ2026」（インターネット）でお申し込みください。持参・郵送は受付できません。

エントリー 試験期間

５ ５ ５ 6１ 30 ７ ６～ ～木 金 水 金

募集職種 採用予定人数 １次試験内容

大学卒程度一般行政

建築

土木

社会人経験者一般行政

６名

１名

２名

３名

①大学卒程度一般行政
　「性格検査」「基礎能力検査」「構造的把握力検査」
②建築・土木・社会人経験者一般行政
　「性格検査」「基礎能力検査」のみ
※SPI3の申し込み方法などは受験案内に掲載しています。
　熟読のうえ、締切にご注意ください。
※第２次試験は６月28日（土）を予定しています。
※職種ごとに年齢や学歴、資格などの要件があります。

SPI３を受験してください

北秋田市　　　　試験職員採用
大学卒程度一般行政／建築／土木／社会人経験者一般行政

大学卒程度一般行政 ［採用予定］６名　※下記①、②のいずれかを満たす方
①1996年４月２日から2004年４月１日までに生まれた方で、大学卒または2026年３月末日までに大学卒業見込みの方。
②2004年４月２日以降に生まれた方で、大学卒または2026年３月末日までに大学卒業見込みの方。

建築［採用予定］１名　※下記①、②のいずれかを満たす方
①1986年４月２日以降に生まれた方で、2026年３月末日までに大学において建築系課程を修めた方、または修める見込みの方。
②1986年４月２日以降に生まれた方で、建築業務において、３年以上の実務経験がある方。（学歴・資格は問いません）

土木［採用予定］２名　※下記①、②のいずれかを満たす方
①1986年４月２日以降に生まれた方で、2026年３月末日までに大学において土木課程を修めた方、または修める見込みの方。
②1986年４月２日以降に生まれた方で、土木関連業務において、３年以上の実務経験がある方。（学歴・資格は問いません）

社会人経験者一般行政［採用予定］３名　※下記①、②の要件をすべて満たす方
①1980年４月２日から1996年４月１日までに生まれた方。（学歴は問いません）
②民間企業等における職務経験年数が、直近７年中（平成30年４月１日から令和７年３月31日まで）に
　通算して５年以上である方。

■ 受験資格

住宅リフォーム支援事業
＼北秋田市民の皆さまの住宅のリフォーム等に補助金を交付します／

　市民の皆さまが市内業者を利用して、住宅のリフォームまたは増改築を行う場合に、補助金を交付
します。対象となる工事の種類と補助額は ①～④の４種類で、 ⑤・⑥ は該当する方への加算です。

該当する方のみへの加算①一般型
⑤移住者応援型

持ち家住宅のリフォーム・増改築工事

工事費の 10％  最大 10 万円

※ 以下の項目に該当する場合の必要書類
・ 申請者と居住者が異なる場合：戸籍謄本等、関係がわか
るもの

・ リフォーム後に転居する場合：誓約書
・ ③の場合：不動産登記簿謄本の写し/売買契約書の写し
・ 移住者の場合：戸籍の附票、納税証明書（前住所地のもの）
・ ④の場合：罹災証明書

■ 注意事項

▽ ①～③の申請は併用できません。

▽ ②は同居している祖父母の申請も可能です。

▽ ③は令和６年４月１日以降に取得した中古住宅に限り
ます。

▽ 補助金の交付申請は、同一年度内に１回限りです。
▷令和４年度以降に交付を受けた補助金額（④を除く）が
限度額に達していない場合、再度申請することができ
ます。

▷実績報告書の提出期限は令和８年３月13日までです。

◆ 補助対象にならないもの

▽  対象工事が重複する市補助制度の補助金受給額。
　（木造住宅耐震補助、浄化槽設置補助、介護保険住宅改
修費支給など）

▽ 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事費用。

▽ 門・塀等、いわゆる外構工事費用。

▽ その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事費用。

■ 対象者
〇 市に住民登録をされている方
〇 市税を滞納していない方
 （工事する住宅に住む家族を含む）

■ 対象住宅
〇 市内にある住宅（別荘等を除き、新築から１年以上経過
していること）

〇 賃貸（賃貸予定も含む）をしていない住宅
〇 併用住宅は、住宅部分が面積の２分の１以上の住宅
〇 申請者または親や子が所有し、かつ居住する住宅

■ 対象工事
〇 補助対象となる工事費用が30万円以上（税込）の工事
〇 市内に本店のある業者または住民登録された個人事業
主が施工する工事

■ 申請場所
　建設課都市計画住宅係（森吉庁舎）、生活環境課くらし
の安全係（本庁舎）、合川・阿仁総合窓口センター

■ 申請方法
　工事着手前に補助金交付申請書に次の書類を添付して
提出してください。
①～④共通 / 工事契約書または請書の写し / 内訳明細
書または見積書の写し / 工事着工前（全施工箇所）の写
真 / 住宅の全景写真 / 図面 / その他必要と認める書類

②子育て応援型
18歳以下の子どもが同居している世帯が行う工事

工事費の 15％  最大 30 万円

③中古住宅購入型
築10年以上の中古住宅を購入して行う工事

工事費の 20％  最大 40 万円

④災害復旧型
自然災害に伴う被害の復旧を行う工事

工事費の 10％  最大 10 万円

定住目的に移住者が行う左記①～③の
リフォーム・増改築工事への加算
工事費の 15％  最大 30 万円

⑥下水道接続工事
左記①～③のリフォーム工事のうち、
排水設備工事（下水道接続工事・浄化槽
設置工事）を行った方への加算
定額 ５万円

※申請に必要な書類は、市ホームページ
　または各窓口に設置していますので
　ご確認ください。

　　建設課都市計画住宅係 ☎72‐5246問


